
議 案 第 １ ０ １ 号  

 

 

伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定  

に つ い て  

 

 

伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り  

制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  

 

 

 

 

理  由  

 全 世 代 対 応 型 の 持 続 可 能 な 社 会 保 障 制 度 を 構 築 す る た め の 健 康 保  

険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ５ 年 法 律 第 ３ １ 号 ） に よ る 地 方  

税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 及 び 全 世 代 対 応 型 の 持 続 可 能 な  

社 会 保 障 制 度 を 構 築 す る た め の 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律  

の 一 部 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 に 関 す る 政 令 （ 令 和 ５ 年 政 令 第  

２ ４ ３ 号 ） に よ る 地 方 税 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ２ ４ ５ 号 ） の  

一 部 改 正 に 伴 う ほ か ， 所 要 の 改 正 を 行 う た め 。  
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伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和  

５ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 （ 昭 和 ３ ３ 年 条 例 第 ２ ６ 号 ） の 一 部 を  

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 １ ５ 条 第 １ 項 ， 第 ７ 項 及 び 第 ８ 項 中 「 国 民 健 康 保 険 税 」 を 「 保  

険 税 」 に 改 め る 。  

第 ２ ３ 条 第 ２ 項 中 「 国 民 健 康 保 険 税 」 を 「 保 険 税 」 に 改 め ， 同 条  

に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  保 険 税 の 納 税 義 務 者 の 世 帯 に 令 第 ５ ６ 条 の ８ ９ 第 ４ 項 に 規 定 す  

る 出 産 被 保 険 者 （ 以 下 「 出 産 被 保 険 者 」 と い う 。 ） が 属 す る 場 合  

に お け る 当 該 納 税 義 務 者 に 対 し て 課 す る 所 得 割 額 お よ び 被 保 険 者  

均 等 割 額 （ 第 １ 項 に 規 定 す る 金 額 を 減 額 す る も の と し た 場 合 に あ  

つ て は ， そ の 減 額 後 の 被 保 険 者 均 等 割 額 ） は ， 当 該 所 得 割 額 お よ  

び 被 保 険 者 均 等 割 額 か ら ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ  

れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 減 額 し て 得 た 額 と す る 。  

⑴  国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係 る 基 礎 課 税 額 の 所 得 割 額   

当 該 出 産 被 保 険 者 に つ き 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 算 定 し た 所 得 割 額  

の １ ２ 分 の １ の 額 に ， 当 該 出 産 被 保 険 者 の 出 産 の 予 定 日 （ 地 方  

税 法 施 行 規 則 第 ２ ４ 条 の ３ ０ の ５ に 定 め る 場 合 に は ， 出 産 の 日 。

以 下 同 じ 。 ） の 属 す る 月 （ 以 下 「 出 産 予 定 月 」 と い う 。 ） の 前  

月 （ 多 胎 妊 娠 の 場 合 に は ， ３ 月 前 ） か ら 出 産 予 定 月 の 翌 々 月 ま  

で の 期 間 （ 以 下 「 産 前 産 後 期 間 」 と い う 。 ） の う ち 当 該 年 度 に  

属 す る 月 数 を 乗 じ て 得 た 額  

⑵  国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係 る 基 礎 課 税 額 の 被 保 険 者 均  

等 割 額  当 該 出 産 被 保 険 者 に つ き 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 算 定 し た  

被 保 険 者 均 等 割 額 （ 第 １ 項 に 規 定 す る 金 額 を 減 額 す る も の と し  

た 場 合 に あ つ て は ， そ の 減 額 後 の 被 保 険 者 均 等 割 額 ） の １ ２ 分  

の １ の 額 に ， 当 該 出 産 被 保 険 者 の 産 前 産 後 期 間 の う ち 当 該 年 度  

に 属 す る 月 数 を 乗 じ て 得 た 額  

⑶  国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係 る 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税  
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額 の 所 得 割 額  当 該 出 産 被 保 険 者 に つ き 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 算  

定 し た 所 得 割 額 の １ ２ 分 の １ の 額 に ， 当 該 出 産 被 保 険 者 の 産 前  

産 後 期 間 の う ち 当 該 年 度 に 属 す る 月 数 を 乗 じ て 得 た 額  

⑷  国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係 る 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税  

額 の 被 保 険 者 均 等 割 額  当 該 出 産 被 保 険 者 に つ き 第 ７ 条 の 規 定  

に よ り 算 定 し た 被 保 険 者 均 等 割 額 （ 第 １ 項 に 規 定 す る 金 額 を 減  

額 す る も の と し た 場 合 に あ つ て は ， そ の 減 額 後 の 被 保 険 者 均 等  

割 額 ） の １ ２ 分 の １ の 額 に ， 当 該 出 産 被 保 険 者 の 産 前 産 後 期 間  

の う ち 当 該 年 度 に 属 す る 月 数 を 乗 じ て 得 た 額  

⑸  国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係 る 介 護 納 付 金 課 税 額 の 所 得  

割 額  当 該 出 産 被 保 険 者 に つ き 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 算 定 し た 所  

得 割 額 の １ ２ 分 の １ の 額 に ， 当 該 出 産 被 保 険 者 の 産 前 産 後 期 間  

の う ち 当 該 年 度 に 属 す る 月 数 を 乗 じ て 得 た 額  

⑹  国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係 る 介 護 納 付 金 課 税 額 の 被 保  

険 者 均 等 割 額  当 該 出 産 被 保 険 者 に つ き 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ り  

算 定 し た 被 保 険 者 均 等 割 額 （ 第 １ 項 に 規 定 す る 金 額 を 減 額 す る  

も の と し た 場 合 に あ つ て は ， そ の 減 額 後 の 被 保 険 者 均 等 割 額 ）  

の １ ２ 分 の １ の 額 に ， 当 該 出 産 被 保 険 者 の 産 前 産 後 期 間 の う ち  

当 該 年 度 に 属 す る 月 数 を 乗 じ て 得 た 額  

第 ２ ４ 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 を 提 出 す る 場 合 に は 」 を 「 の 提 出 に 当 た

り 」 に 改 め ， 「 い う 。 ） 」 の 右 に 「 ま た は 雇 用 保 険 受 給 資 格 通 知 （  

同 令 第 １ ９ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る も の を い う 。 ） 」 を 加 え ， 同 条 の 次  

に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 出 産 被 保 険 者 に 係 る 届 出 ）  

第 ２ ４ 条 の ３  保 険 税 の 納 税 義 務 者 は ， 出 産 被 保 険 者 が 世 帯 に 属 す  

る 場 合 に は ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 書 を 市 長 に 提 出 し な け  

れ ば な ら な い 。  

⑴  納 税 義 務 者 の 氏 名 ， 住 所 ， 生 年 月 日 お よ び 個 人 番 号 （ 行 政 手  

続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る  

法 律 （ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 個 人  
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番 号 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

⑵  出 産 被 保 険 者 の 氏 名 ， 住 所 ， 生 年 月 日 お よ び 個 人 番 号  

⑶  出 産 の 予 定 日  

⑷  単 胎 妊 娠 ま た は 多 胎 妊 娠 の 別  

⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

２  前 項 の 届 書 の 提 出 に 当 た り ， 当 該 納 税 義 務 者 は ， 次 に 掲 げ る 書  

類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

⑴  出 産 の 予 定 日 を 明 ら か に す る こ と が で き る 書 類  

⑵  多 胎 妊 娠 の 場 合 に は ， そ の 旨 を 明 ら か に す る こ と が で き る 書  

 類  

⑶  出 産 後 に 前 項 に 規 定 す る 届 出 を 行 う 場 合 に は ， 出 産 し た 被 保  

険 者 と 当 該 出 産 に 係 る 子 と の 身 分 関 係 を 明 ら か に す る こ と が で  

き る 書 類  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は ， 出 産 被 保 険 者 の 出 産 の 予 定 日 の ６  

月 前 か ら 行 う こ と が で き る 。  

４  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 市 長 が ， 当 該 出 産 被 保 険 者 に つ い  

て 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 お よ び 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 に お い て  

明 ら か に す べ き 事 項 を 確 認 す る こ と が で き る 場 合 は ， 第 １ 項 の 規  

定 に よ る 届 出 を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。  

附 則 第 ４ 項 中 「 同 条 中 」 を 「 同 項 中 」 に 改 め る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 適 用 区 分 ）  

２  こ の 条 例 （ 第 ２ ３ 条 に １ 項 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 第 ２ ４ 条 の ２  

の 次 に １ 条 を 加 え る 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 国  

民 健 康 保 険 税 条 例 の 規 定 は ， 令 和 ５ 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 税 の う  

ち 令 和 ６ 年 １ 月 以 後 の 期 間 に 係 る も の 及 び 令 和 ６ 年 度 以 後 の 年 度  

分 の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て 適 用 し ， 令 和 ５ 年 度 分 の 国 民 健 康 保  

険 税 の う ち 令 和 ５ 年 １ ２ 月 以 前 の 期 間 に 係 る も の 及 び 令 和 ４ 年 度  

分 ま で の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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